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６，９９２，７００円

見 積 合 せ 結 果 調 書

決定

第１回提示価格

契約担当課

見積合せ日時

一者特命の
随意契約と
した理由

【一者特命随意契約の理由】
 国の示す早期のワクチン接種開始をするためには，専門的な知識を必要とする人材を確保する必
要があり，また今回の業務については，履行開始までの期間が約３週間と短く，緊急に契約を締結
する必要がある。通常１～２ヶ月見込んでいる当該業務の習得時間を確保できない中，選定業者は
平成３１年度から令和３年度において本院の外来関係業務を受託し，良好な実績があり，本院が通
常使用する電子カルテ等の各ソフトウェアの操作及びワクチン接種会場（本院４階健診センター）の
医療設備，機材等も熟知していることから，本院のワクチン接種業務を迅速かつ安定して提供できる
のは当該選定業者１者のみであるため。

見積合せの
執行状況

株式会社ソラスト札幌支社

業務名 新型コロナウイルスワクチン接種に係る電話対応及び接種会場運営補助業務

株式会社ソラスト札幌支社 支社長 須藤 哲人
（札幌市中央区北３条西３丁目１-６札幌小暮ビル３階）

　市立旭川病院事務局　医事課

　７，６９１，９７０円（うち，消費税及び地方消費税６９９，２７０円）

見 積 書 提 出 業 者 名

契約方法及び
根拠条項

契約金額

契約の相手方

随意契約
地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第６号
（市立旭川病院随意契約ガイドライン５－（３））

見積合せ場所

見 積 合 せ 結 果 

令和３年５月６日（木）　１５時

　令和３年５月１２日から令和３年１１月３０日まで

　市立旭川病院　１階医事課執務室

契約期間


